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マイナンバーに関する本人確認書類のご提出についてのお願い 
 
 
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成２８年（２０１６年）１月から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」（いわゆるマイナンバー法）が施行されることに伴いまして、本学では、報酬・

料金、諸謝金等や不動産関係の使用料等に関するお支払いをするすべての方からマイナンバーを収

集する必要があります。 
また、マイナンバーの収集に際しては、ご本人であることの確認が併せて必要となります。 
つきましては、所定の書類を下記担当あてにご提出くださるようお願い申し上げます。 
なお、収集したマイナンバー及び本人確認書類につきましては、利用後、当方で責任をもって廃棄

することを申し添えます。 
 

記 
 
別添えの様式 4-1 に下記の書類を貼り付けし、封書に厳封の上、ご提出下さい。 
① 「マイナンバーカード」の写し（両面） 

 
＊ 封書にはご自身のお名前と”マイナンバーカード写し在中（チューター）”と明記下さい。 
＊「個人番号通知カード」しかお持ちでない方は、様式 4-2 に通知カードの写しと学生証の写し 

を貼り付けて提出して下さい。 
＊ 2020 年 5 月 25 日以降発行された「個人番号通知書」につきましては、 番号確認書類として認めら

れないことになりましたので、「マイナンバーの記載のある 住民票」の写しのご提出をお願いします。 
 
 
【注意事項】 
・TA などで同様の書類を既に提出されている方も、提出が必要です。 
・教務カウンターに直接提出、もしくは郵送にて提出願います（学内便は受け付けません） 
・出勤表とは分けて、様式 4-1（または 4-2）のみを厳封してください。 
 
 

＜本件事務担当＞ 柏地区共通事務センター 給与チーム（04-7136-3598） 
＜本件書類提出先＞ 新領域創成科学研究科教務チーム（04-7136-4094） 
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